
中新川広域行政事務組合基準によるサービスの報酬加算 （令和元年10月1日　介護報酬改定対応）

介護予防相当訪問型サービス（介護予防訪問介護と同等） 緩和した基準によるサービスＡ

　新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の訪
問型サービスを行った日の属する月に指定訪問型サービスを行った場合

　なし

加算単位：月200単位

　利用者に対して生活機能向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成し、理学療法士等と連携して
訪問型サービスを行った場合

　なし

加算単位：（Ⅰ）月100単位
　　　　　　（Ⅱ）月200単位

　厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、県知
事又は組合理事長に届け出た指定訪問型サービス事業所が、利用者に対し指定訪問型サービスを行っ
た場合

　なし

加算単位：（Ⅰ）所定単位の1000分の137
　　　　　　（Ⅱ）所定単位の1000分の100
　　　　　　（Ⅲ）所定単位の1000分の55
　　　　　　（Ⅳ）所定単位の1000分の49.5　（（Ⅲ）×0.9）
　　　　　　（Ⅴ）所定単位の1000分の44　（（Ⅲ）×0.8）
　※（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、給付において廃止される同時期において廃止する。

なし

加算単位：（Ⅰ）所定単位の1000分の63
　　　　　　（Ⅱ）所定単位の1000分の42

　指定訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指
定訪問型サービス事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを行う場合

　同左

所定単位数に90/100を乗じる 減算単位：所定単位数に100分の90を乗じる

　厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問型
サービス事業所又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問型サービスを行った
場合

　同左

加算単位：所定単位の100分の10 加算単位：所定単位の100分の10

　指定訪問型サービス事業所の訪問介護員等が厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対
して、通常の事業の実施地域を超えて指定訪問型サービスを行った場合

　同左

加算単位：所定単位の100分の5 加算単位：所定単位の100分の5
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中新川広域行政事務組合基準によるサービスの報酬加算 （令和元年10月1日　介護報酬改定対応）

介護予防相当通所型サービス（介護予防通所介護と同等） 緩和した基準によるサービスＡ

　利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実
施される日常生活上の支援のための活動を行った場合

　なし

加算単位：月100単位

　利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態
の維持又は向上に資するものと認められるものを行った場合

　なし

加算単位：月225単位

　低栄養状態にある利用者に対して低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相
談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場
合

　なし

加算単位：月150単位

　口腔機能が低下している利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導
若しくは実施または摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の
維持又は向上に資すると認められるものを行った場合

　なし

加算単位：月150単位

　利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち、複数
のサービスを実施した場合

　なし

加算単位：２種類：月480単位、３種類：月700単位

　厚生労働省が定める基準に適合しているものとして県知事又は組合理事長に届け出た指定通所型
サービス事業所において、評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単
位数を加算する

　なし

加算単位：月120単位

　厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして県知事又は組合理事長に届け出た指定通所型
サービス事業所が利用者に対し指定通所型サービスを行った場合

　なし
　人員基準が国基準と異なるため

加算単位：　　　　　　要支援1他　　　　要支援2他
　　　　　　　（Ⅰ）イ　　月72単位　　　　月144単位
　　　　　　　（Ⅰ）ロ　　月48単位　　　　月96単位
　　　　　　　（Ⅱ）　　　月24単位　　　　月48単位

　なし

加算単位：月200単位
　　　　　　運動器機能向上加算を算定している場合には、月100単位

　なし

加算単位：１回につき５単位　（６月に１回を限度とする）
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中新川広域行政事務組合基準によるサービスの報酬加算 （令和元年10月1日　介護報酬改定対応）

介護予防相当通所型サービス（介護予防通所介護と同等） 緩和した基準によるサービスＡ

　厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事
又は組合理事長に届け出た指定通所型サービス事業所が利用者に対し指定通所型サービスを行った場
合

　なし

加算単位：（Ⅰ）所定単位の1000分の59
　　　　　　　（Ⅱ）所定単位の1000分の43
　　　　　　　（Ⅲ）所定単位の1000分の23
　　　　　　　（Ⅳ）所定単位の1000分の20.7　（（Ⅲ）×0.9）
　　　　　　　（Ⅴ）所定単位の1000分の18.4　（（Ⅲ）×0.8）
　※（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、給付において廃止される同時期において廃止する。

加算単位：（Ⅰ）所定単位の1000分の12
　　　　　　（Ⅱ）所定単位の1000分の10

利用者の数が利用定員を超える場合 　なし

所定単位に70/100を乗じる

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 　なし

所定単位に70/100を乗じる

　指定通所型サービス事業所の通所型サービス従業者が、厚生労働大臣が定める地域に居住している
利用者に対して通常の事業の実施地域を越えて指定通所型サービスを行った場合

　同左

加算単位：所定単位の100分の5 加算単位：所定単位の100分の5

　厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして県知事又は組合管理者に届け出た指定通所
サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所サービスを行った場合

　同左

加算単位：月240単位 加算単位：１回60単位

　指定通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定通所型サービス事業所と同一建物から
当該指定通所型サービス事業所に通う者に対し、指定通所型サービスを行った場合

　同左

減算単位：通所Ⅰ（要支援1他）　　月△376単位
　　　　　　　通所Ⅱ（要支援2）　　　月△752単位
　　　　　　　通所Ⅲ（月4回迄、要支援1他）　　　１回△86単位
　　　　　　　通所Ⅳ（月5～8回迄、要支援2）　　 １回△86単位

減算単位：所定単位に100分の80を乗じる

・特別地域加算は行わない。
・同一建物減算は、訪問型サービスでは全て定率、通所型サービスでは現行相当は定額、緩和した基準のサービスでは定率で行う。
・中山間地域等居住者加算は特に届け出は必要ない。ただし、この加算を算定する場合は交通費・送迎費の支払いは受けられない。
　　　（介護報酬の解釈平成27年4月版単位数表編21ページを参照）
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